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「JIS A 4722」では、従来の「自動ドア安全ガイドライン」に比べ、より高い安全性が求められます。
以下に「JIS A 4722」で追加された「開作動時の安全対策1～3」を中心に紹介します。
安全対策として、1～3のすべての対策が必要です。
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指挟み防止対策
戸尻かまちとたて枠などに
指が挟まれることを防止する
ために、右の図のように防護
柵の有無に関わらず25mm
以上の隙間を設けること。

◯かまち戸の場合 ◯タッチスイッチの場合

引き込まれ防止対策
方立（三方枠）とドアのガラス面の
距離（S）が8mmより大きい場合
は、戸先かまちと方立（三方枠）との
距離（t）を25mm以上設けること。

 Sが8mmより大きい場合
tは25mm以上とする 方立（三方枠）

戸先かまち

t

S

Fix（袖壁）

開作動時の挟まれ
および衝突防止対策

開作動時の挟まれおよび衝突防止策として、次のA～Gに示す7つの事項のいずれかを
満たすこと。また、歩行者の大部分が高齢者、障害者、子どもなどであるときは、
次のA・B・Fいずれかの方法を用いて歩行者がドアに接触しないようにしなければならない。

戸尻の領域に、ドアの前に8mm以
下、または25mm以上100mm以
下の位置にガードスクリーンが設置
されていること。

戸尻の領域に、ドアの前に8mm以
下、または25mm以上100mm以
下の位置に防護柵が設置されてい
ること。
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※本図は引分けタイプを示します。

※本図は引分けタイプを示します。
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JIS A 4722 ｢歩行者用自動ドアセット－安全性｣要求事項

開作動時の安全対策1

開作動時の安全対策2

開作動時の安全対策3

(A)

(B)

｢開作動時の安全対策｣について
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ドアの力がJIS A 4722で規定する制限以下
であり、ドアの前面と固定されたFix（袖壁）と
の間の距離を150mm以下にすること。

Fix（袖壁）

150mm以下

ドアの力を制限

保護装置が開作動中の保護領域にいる人を検
出した後に、JIS A 4722で規定するドアの力
の制限を超えないこと。

保護装置

開作動中の
保護領域有効開口幅

側壁側壁

※運動エネルギー＝1/2mv2

　m＝ドアの質量（kg）、ｖ＝扉の速度（m/s）

ドアをJIS A 4722に定める低エネルギーで開
作動させること。低エネルギー作動時は以下の
表に準じること。

運動エネルギー 1.69J以下

ドアの質量（kg/枚）
最大開速度（m/s）

片引き 引分け

60以下 0.23 0.16
70以下 0.21 0.15
80以下 0.20 0.14
90以下 0.19 0.13

100以下 0.18 0.13

戸尻とたて枠の間に安全な寸法を確保すること。

※子どもに対する配慮が必要な場合、さらに次の項目のいず
れかを満たすことが望ましい。
　①Y寸法が300mm以上
　②X寸法が70mm以下
　③戸尻かまちの形状がJIS A 4722に定める形状
　④ドアの力を制限

側壁

Z

X

Y たて枠
戸尻かまち

Zが100mmより大きい場合
Xは100mm以下、
Yは200mm以上とする

戸尻と側壁の間に安全な寸法を確保すること。

※子どもに対する配慮が必要な場合、さらに次の項目のすべて
を満たすことが望ましい。
　①Z寸法が70mm以下
　②X寸法が70mm以下、または戸尻かまちの形状がJIS A 

4722に定める形状
　③ドアの力を制限、またはtが100mm以上

側壁X Z

t

Y
戸尻かまち

Zが100mm以下の場合
Xは100mm以下、tは25mm以上、
Yは200mm以上とする

開作動時の挟まれおよび衝突防止対策

『閉作動時の安全対策』について

保護領域において、CA基準体（H700mm×W300mm×
D200mmの箱）が戸の移動領域のすべての位置で検出され
るように保護装置が設置されなければならない。

閉作動時の安全対策 

保護領域 ガード
スクリーン

CA基準体   補助センサ（保護装置）
（FL～650mm以下）

壁
側

壁
側

ドア面より
200mm以上

保護装置

○例：片側に保護装置として光線センサを設置し、
　片側に補助センサを設置する場合

※本図は引分けタイプ、ガードスクリーン納まりを示します。

開作動時の安全対策3

(C) (D)

(E)

(G)

(F)
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注 意

案内表示ラベル

補助光電センサは、床面から150mm、及び650㎜の高さに設置する
ことを標準とします。(現場の状況により変わる場合があります。)

650mm

150mm150mm

（内外ドア面より
それぞれ200mm）
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人為操作とは、人がスイッチやドアを動かすことによりドアを開くことができる操作です。

ドアにはさまれる可能性がありますので、必ず補助センサ、及び無目付・天井センサなどを併用設置してください。

電気式自動閉鎖装置付自動ドア開閉装置を使用した防火設備で、避難時にドアを開放させる操作です。※４　
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(４)火災等、避難時の手動操作(電気式自動閉鎖装置付自動ドア開閉装置の場合)
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補助電源(バッテリー)を内蔵している場合は、自動ドアの性能を維持するために、
補助電源(バッテリー)の定期交換(４年毎)が必要です。
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補助電源(バッテリー)を内蔵している場合は、自動ドアの性能を維持するために、
補助電源(バッテリー)の定期交換(４年毎)が必要です。
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